
�愛媛県条例第３４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定

に基づく処分により、愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正

する条例を次のように公布する。

平成１４年３月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例

愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）の

一部を次のように改正する。

第１９条の６中「第７３条の２７の４第１項」の下に「、第３項

、第５項若しくは第７項」を加える。

第１９条の７中「第７３条の２７の４第３項」を「第７３条の２７の

４第２項、第４項、第６項及び第８項」に、「及び第７３条の

２７の９第２項」を「並びに第７３条の２７の９第２項」に改める

。

附則第５条中「３２万円」を「３６万円」に改める。

附則第１２条第１項中「、第３項及び第４項」を「から第３

項まで」に、「に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ

当該各号に定める金額」を「の１００分の２に相当する金額」

に改め、各号を削り、同条第２項を次のように改める。

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところに

よる。

� 附則第５条の規定の適用については、同条中「適用し

た場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得

割の額及び附則第１２条第１項の規定による県民税の所得

割の額」と、同条第１号中「山林所得金額」とあるのは

「山林所得金額並びに法附則第３４条第１項に規定する長

期譲渡所得の金額」と、同条第２号中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第１２条第１項の規定に

よる県民税の所得割の額」と、同条第３号中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに法附則第３４条第４項

において準用する同条第１項の規定に係る市町村の条例

の規定による市町村民税の所得割の額」とする。

� 附則第６条の規定の適用については、同条第１項中「

除く。）の額」とあるのは「除く。）の額並びに附則第

１２条第１項の規定による県民税の所得割の額」と、同条

第２項第１号中「除く。）の額（当該金額に１００円未満

の端数があるとき、又は当該金額」とあるのは「除く。

）の額並びに附則第１２条第１項の規定による県民税の所

得割の額の合計額（当該合計額に１００円未満の端数があ

るとき、又は当該合計額」と、同項第２号中「除く。）

の額（当該金額に１００円未満の端数があるとき、又は当

該金額」とあるのは「除く。）の額並びに法附則第３４条

第４項において準用する同条第１項の規定に係る市町村

の条例の規定による市町村民税の所得割の額の合計額（

当該合計額に１００円未満の端数があるとき、又は当該合

計額」とする。

� 附則第７条の規定の適用については、同条中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１２条第１項の

規定による県民税の所得割の額」と、同条各号中「課税

総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第１２

条第１項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」と

する。

附則第１２条第３項を削る。

附則第１３条第１項中「前条第１項各号及び同条第２項」を

「前条第１項」に改める。

附則第１４条中「（同条第２項の規定により適用される場合

を含む。）」を削り、「同条第１項各号及び同条第２項」を

「同項」に改める。

附則第２１条第１項中「同条第７項」の下に「及び第９項」

を加え、「第７３条の２７の８第１項」を「第７３条の２７の９第１

項」に、「若しくは第７項」を「、第７項若しくは第９項」

に、「及び第８項」を「、第８項及び第１０項」に改める。

附則第２４条第４項中「取得で令で定めるもの」を「取得」

に改め、同条中第５項を削り、第６項を第５項とし、同条に

次の１項を加える。

６ 道路運送車両法第４１条の規定により平成１５年１０月１日以

降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基

準に適合する自動車で令で定めるものの取得（第３項又は

法附則第３２条第６項の規定の適用がある場合の自動車の取

得を除く。）に対して課する自動車取得税の税率は、当該

取得が次の各号に掲げる期間内に行われたときに限り、第

５９条の４及び第１項の規定にかかわらず、当該取得につい

てこの項の規定の適用がないものとした場合に適用される

べき同条又は第１項に定める率から、当該各号に掲げる期

間の区分に応じ当該各号に定める率をそれぞれ控除した率

とする。

� 平成１４年４月１日から平成１５年９月３０日まで １００分

の１

� 平成１５年１０月１日から平成１６年２月２９日まで １００分

の０．１

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成１４年４月１日から施行する。ただし、

第１９条の６及び第１９条の７の改正規定は、地方税法の一部

を改正する法律（平成１４年法律第１７号）附則第１条第４号

に定める日から施行する。

（県民税に関する経過措置）
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２ 改正後の愛媛県県税賦課徴収条例（以下「新条例」とい

う。）の規定中個人の県民税に関する部分は、平成１４年度

以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成１３年度

分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

（自動車取得税に関する経過措置）

３ 新条例附則第２４条第４項及び第６項の規定は、平成１４年

４月１日（以下「施行日」という。）以後の自動車の取得

に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前

の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、

なお従前の例による。

４ 施行日前の改正前の愛媛県県税賦課徴収条例附則第２４条

第５項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得

税については、なお従前の例による。

平成１４年３月３１日 印刷
平成１４年３月３１日 発行
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